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今後の水環境制度の展開について（背景と方向性）

◼ 現行制度による水質改善は多くの地域で達成し、今後は良好な水環境の創出を目指す制度へ
発展が必要

水生生物保全環境基準、底層溶存酸素
量など新しい制度を取り入れてきたが、基
本的には公害時代の制度をそのまま引き
継いでいる

水質は改善
良好な水環境の

創出

平成の時代

環境基準の創設

排水基準、排水規制の創設

BOD/CODを中心とした
モニタリング

水質汚濁対策が
喫緊の課題

これまでの汚濁対策の制度をベー
スとしつつ、良好な水環境の創出を
目指す制度へ発展

汚濁対策が必要
な水域は一部残っ
ているが、多くの水
域で水質が改善

環境基準（生活
環境項目）の達
成率は、20年程
度ほとんど横ばい
で推移

泡立ち、臭気を
放つ川

ゴミが目立つ川
や海岸

水質のみならず、
水生生物や景観な
ど幅広い観点から
良好な水辺を目指
す

地域ニーズを踏ま
え、地場産業・地
域づくりなど、「保
全」に加え、水辺の
「活用」の観点を取
り入れ、多くの主体
を巻き込む

昭和の時代 令和の時代
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水質環境基準（生活環境項目）の達成状況（河川BOD）

◼ 環境基準の達成率は、近年は高止まりして「ほぼ横ばい」の状態が続く

河川の環境基準（BOD）達成率の推移（昭和49年以降）

15年以上、河川BODの環境基準は
90%以上の達成率を維持し、ほぼ横ばい。
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問：水環境についてどのような改善策を期待するか

◼ 「水質汚濁の改善」のほか、「散乱ごみ」、「緑や生き物の豊かさ」を改善することへの期待が高い。
◼ 環境基準の達成状況は高止まりで横ばいだが、「特に改善が必要と思わない」は「5.5％」にとどまる。

「身近な環境（水辺、緑地、大気など）に関する世論調査」（令和6年 内閣府）



◼ 生活環境項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ）の達成状況は、河川
ＢＯＤが９割以上、 海域ＣＯＤが８割程度となってい
るが、水環境に関する国民の実感と比べて乖離しており、
環境基準の指標及び目標は、水環境の実態を表していな
い、あるいは国民の実感に合った、分かりやすい指標となって
いないのではないかとの指摘がなされている。

◼ 良好な水質又は水質汚濁の状況を表すだけでなく、「水の
美しさ・清らかさ」、「水の利用のしやすさ」、「生物にとって
のすみやすさ」、「水生生物の多様性」など、水質、水量、
水生生物、水辺地を含む目標の視点を含めた指標の導
入について検討していく必要がある。

「今後の水環境保全に関する検討会」

須藤 隆一 東北大学大学院工学研究科客員教授  (座長)
浅野 直人  福岡大学法学部 教授
猪狩 良彦 福島県生活環境部 水・大気環境課長
池 道彦   大阪大学工学研究科 教授
及川 勝   全国中小企業団体中央会政策推進部部長
大木 貞幸  埼玉県中央環境管理事務所 所長
太田 信介   全国農村振興技術連盟 委員長
岡田 光正  放送大学 教授
奥村 彰    (社)日本経済団体連合会環境安全委員会
                     環境リスク対策部会環境管理ＷＧ座長
笠松 正広 大阪府環境農林水産部環境管理室長
木幡 邦男 (独)国立環境研究所
                       水土壌圏環境研究領域長
田中 宏明 京都大学大学院工学研究科附属流域圏
                総合環境質研究センター 教授
中杉 修身 元上智大学地球環境学研究科 教授
平沢 泉  早稲田大学理工学術院 教授
福岡 捷二   中央大学理工学部 教授
細見 正明   東京農工大学大学院化学システム工学科
                教授
堀口 健夫   北海道大学大学院法学研究科 准教授
眞柄 泰基   学校法人トキワ松学園 理事長
森田 昌敏 愛媛大学農学部 教授

今後の水環境保全の在り方について（取りまとめ）(2011年３月)（抜粋）
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これまでの環境基本計画(第１次～第４次)

水質、水量、水生生物、水辺地を総合的にとらえ、水環境の安全性の確保を含めて、水利用の各段階における負荷
を低減し、水域生態系を保全するなど、対策を総合的に推進する。

第１次 環境基本計画（1994年12月閣議決定）

水環境の保全に関しては、水環境を構成する水質、水量、水生生物及び水辺地を総合的にとらえ、環境への負荷
が水の自然的循環の過程における浄化能力を超えることのないよ う、水環境の安全性の確保を含めて、水利用の各
段階における負荷を低減し、水域生態系を保全するなど、施策の総合的推進を図ります。

第２次 環境基本計画（2000年12月閣議決定）

国は、流域の住民が、流域ごとの特性に応じ、環境保全上健全な水循環の構築の観点から、水循環の課題点を共
有し、目指すべき将来像を設定する ことを支援するため、住民等が参加しながら、水質のみならず、水量、水辺地、
水生生物を含めた水環境を総合的に評価する手法や効率的・効果的なモニタリ ング体制等、環境保全上の観点か
ら水循環の健全性を診断していく上で効果的な手法等の検討を行います。
ア 水質環境基準の設定等
地域の住民、事業者などの参加や協力を得ながら、地域の実情に即 し、水質、水量、水辺地及び水生生物等を含
めた水環境を総合的に評価する手法について調査検討します。

第３次 環境基本計画（2006年４月閣議決定）

水質、水量、水生生物等、水辺地を総合的に捉えて様々な水環境保全施策を展開するとともに、環境への負荷が自
然浄化能力を超えないようにするため、水利用の各段階における負荷の低減と汚染の未然防止が図られるよう必要な
対策を講じる。
水環境を総合的に評価する指標や水量、水生生物等、水辺地についても、それぞれの良好な状態を的確に表すこと
ができる指標の検討を進める。

第４次 環境基本計画（2012年４月閣議決定）

（参考）これまでの環境基本計画(第１次～第４次)
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多面的モニタリングについて

◼ 環境モニタリングは、環境行政のもっとも基本的な施策の一つ

• 「水質」については、高い環境基準達成率を継続しているが、国民の水環境への意識と合致していない。

• 環境モニタリングについては、政策立案のための基礎情報でもあり、「水質」のみではなく、「水辺」、「生物」、「水
量」などを含め多面的に行っていくことを検討する。

水環境のモニタリング

水質

生物

水辺

地域

経済

水量

水質に関する施策

水質 多面的なモニタリングによる
課題やニーズの把握

水質モニタリングによる
課題やニーズの把握

水
量

地
域

経
済

水
質

生
物

水
辺良好な水環境の創出

に関する施策
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水環境健全性指標（水辺のすこやかさ指標）通称：みずしるべ

◆ 平成16年～ 水環境健全性指標検討調査委員会

◆平成21年 水辺のすこやかさ指標 公表
（水環境健全性指標2009年版）

• 環境省事業の水環境健全性指標検討調査（※日本水環境学会等が受託）のなかで、
水環境を総合的に評価する指標を検討。
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多面的な水環境モニタリング指標の事例①

愛知県
（水循環再生指標）

    ①水のきれいさ ：水の色、におい
②水の量 ：流れのはやさ 等
③生態系 ：魚、植物 等
④水辺のようす ：ゴミ有無 等

自治体での指標開発や活用（１）

島根県
（五感による湖沼環境指標）

①見る ：湖水の澄み具合等
②聞く ：音
③嗅ぐ ：臭気
④味わう ：魚介類
⑤触れる ：湖水の感触

宮崎県
（五感を使った水辺環境指標）

①自然の音 ④水のにおい
②自然の風景 ⑤水のきれいさ
③水の透明度 ⑥水生生物
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多面的な水環境モニタリング指標の事例②

自治体での指標開発や活用（２） 国土交通省の取組

 横浜市
（みずしるべでの市民調査）

「よこはま水辺レポート」

①自然なすがた
②ゆたかな生きもの
③水のきれいさ
④快適な水辺（五感）
⑤地域とのつながり

・アプリ又は紙で市民が調査実施
・調査結果はＨＰ等で公表

今後の河川（湖沼）水質管理の指標
及び調査(案) 【改定版】（R6.8）

【指標】
①人と河川の豊かなふれあいの確保
②豊かな生態系の確保
③利用しやすい水質の確保
④下流域や滞留水域に影響の少ない水質の確保
⑤河川の基本的特徴の表現

河川水辺の国勢調査

【調査項目】
①生物調査（魚類、底生動物、植物、鳥類、両生
類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫類等）

②植生図、瀬・淵や水際部状況
③河川空間の
利用者数
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茨城県
（霞ヶ浦ふれあい指標（案））

①五感による評価
：景観、匂い、湖水の見た目、
ごみの量、レクリエーション利用

      

②霞ヶ浦の豊かさの評価
：見る、食べる、遊ぶ、学ぶ
（「アオコ発生日数、農業 産出額、サイクリ
スト人数、霞ケ浦環境科学センター来館
者数」等から採点）



水環境健全性指標のモデル調査（令和6、７年度）

◼ 環境省において、関係自治体と連携し、令和６年度及び７年度に、「水環境健全性指標」を活用し
た調査を行い、運用時の課題等について検討した。

●令和６年度

【実施自治体】
全国5自治体

【調査地点】
12地点
・河川６地点
・湖沼３地点
・海岸３地点

【概要】
・水環境健全性指標を活用
した調査及び水生生物の採
捕調査の実施

・環境DNA調査を実施

▲調査の様子（徳島県 勝浦川）

●令和７年度

▲調査の様子（栃木県 湯ノ湖）

【実施自治体】
全国４自治体

【調査地点】
９地点
・河川５地点
・湖沼２地点
・海岸２地点

【概要】
・水環境健全性指標を活用
した調査及び水生生物の
採捕調査の実施
・環境DNA調査を実施

⇒一部調査項目の見直しや、
簡易版調査の試行等を実
施

▲調査の様子（愛知県 五条川）

▲調査の様子（富山県 常願寺川）
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（参考）令和６年度、 ７年度の調査地点

自治体 調査地点 属性

栃木県 ・湯ノ湖
・湯川

湖沼
河川

埼玉県 ・都幾川 河川

千葉県市川市 ・国分川
・調整池
・三番瀬

河川
湖沼
海岸

大阪府堺市 ・和田川
・東除川
・菰池
・堺浜

河川
河川
湖沼
海岸

徳島県 ・櫛木海岸
・勝浦川

海岸
河川

全国５自治体 河川：６か所
湖沼：３か所
海岸：３か所

【令和６年度調査地点】

自治体 調査地点 属性

神奈川県横浜市 ・笹下川
・大岡川

河川
河川

富山県 ・常願寺川
・雨晴海岸

河川
海岸

愛知県 ・五条川
・油ヶ淵

河川
湖沼

佐賀県唐津市 ・玉島川
・樫原湿原
・浜崎海岸

河川
湖沼
海岸

全国4自治体 河川：５か所
湖沼：２か所
海岸：２か所

【令和７年度調査地点】
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水環境の多面的モニタリングの概要（案）

【多面的モニタリングの概要（案）】

実施主体 都道府県、水質汚濁防止法政令市

調査内容 水環境健全性指標をベースに検討。

調査地点

公共用水域（河川、湖沼、海岸）

以下のような地点で調査を行うことが想定される。

• 良好な環境（生き物、水質、景観等の観点）を創出する上で重要な地点、人々に利用さ

れている場所（水浴、散歩・ランニングコースなど）、内水面漁業や観光等で利用されている

水域。

• 上記に加え、上流・中流・下流、主な支川。

• 湖沼については湖岸、海岸については干潟・磯場など。

調査時期
年２回（春～夏、秋～冬）
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多面的なモニタリングにおける個別指標（案）

軸の
カテゴリ

６つの軸 個別指標

環境

快適な水辺

・ごみの散乱

・川の音

・水辺の景観

豊かな生き物

・底生生物とすみ場

・魚類の生息とすみ場

・鳥類の生息

・水辺の植生

良好な水質

・COD又はBOD

・透視度

・大腸菌数

・臭気

・溶存酸素

適度な水量 ・水量の状況（水生生物の生息や水質の維持に必要な量）

経済・社会

地域とのつながり

・歴史的・文化、治水・防災

・水辺への近づきやすさ

・地域活動での利用

利水・産業とのつながり
・利水

・地域産業での利用

◼ 多面的モニタリングの個別指標は、水環境健全性指標をベースとして、以下の観点を修正して案を
作成

⚫水環境の「活用」の観点を重視し、「地域とのつながり」の軸から「利水・産業とのつながり」を独立した軸として整理

⚫行政調査として実務上調査しづらい項目・判断しづらい項目等について、個別指標を見直し
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多面的モニタリングの導入に向けた課題

① 都道府県・政令市が、これまでの常時監視に加え、多面的モニタリングを行うことは、行
政部局として大きな負担になることから、十分に配慮した制度とする必要がある。その際、
既存の常時監視を含む整理・合理化を検討する。

a. 必ずしも、調査対象とするすべての地点において詳細な多面的モニタリングを実施
する必要があるわけではないと考えられ、また、調査負担も考慮し、「重点調査」と
「簡易調査」の２種類を設けることを検討する。

b. 生き物のすみ場や、水辺の景観の状況など、必ずしも毎年モニタリングを行わなくて
もよい指標も多く、３年に１回程度のローリング調査とすることを検討する。
➢ 一方で、既存の常時監視は毎年（原則月１回）実施しているが、地点・頻

度や測定方法を効率化する必要がある。

c. 関係機関や民間団体が継続して調査しているような地点があれば、連携して、調
査結果の活用も検討する。

② これまで、都道府県・政令市の一部では多面的な水環境の調査を実施しているが、多く
の自治体では経験がないと考えられる。導入に当たっては、マニュアルなどの整備のほか、
十分な準備期間を設ける必要がある。
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多面的なモニタリングの調査地点・調査頻度

調査名 調査方法 調査地点 調査頻度

重点調査
各軸について、個別指標に
ついて調査を行う。

• 良好な環境（生き物、水質、景観等の観
点）を創出する上で重要な地点

• 多くの人々に利用されている場所（水浴、
散歩・ランニングコースなど）

• 利水（漁業等）や地域産業（観光等）
の観点から重要な地点

３年ごとのローリング調査を
基本とする。

※実施する年は「春～夏
調査」と「秋～冬調査」の
年２回の実施を想定

簡易調査
各軸について、主に目視に
よる調査を行う。

重点調査を実施する地点以外

◼詳細に調査を行う重点調査と、簡易的に調査を行う簡易調査の２種類を検討する

◼３年ごとのローリング調査を基本とする（実施する年は「春～夏調査」と「秋～冬調査」の
年２回の実施を想定）

【調査地点、調査頻度等（案）】
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多面的モニタリングの個別指標、調査方法（案）

６つの観点 個別指標 重点調査の方法 簡易調査の方法

快適な
水辺

・ごみの散乱 目視でごみ等を把握

目視で把握（写真で記録）・川の音 せせらぎ、鳥の鳴き声等を把握

・水辺の景観 水辺の景観の把握

ゆたかな
生物

・底生生物とすみ場
環境DNA分析or生物採捕調査による把握、川底の様子を把
握

すみ場や植生の状況を目視で把握（写真で記録）
・魚類の生息とすみ場

環境DNA分析or生物採捕調査による把握、
場（瀬、淵、わんど等）の把握

・鳥類の生息 目視で生物種を把握

・水辺の植生 水生植物や水辺の植物の繁茂状態を定性的に把握

良好な水質

・COD又はBOD 定量分析orパックテスト

目視、パックテストで把握
＋定量分析（水浴する場合のみ）
＋臭気の有無を定性的に把握

・透視度 現地で透視度計で測定

・大腸菌数 水浴を実施する場所のみ測定

・臭気 臭気の有無を把握

・溶存酸素 定量分析

適度な水量 ・水量の状況 流量の測定 目視で把握（写真で記録）

地域との
つながり

・歴史・文化、治水・防災 地域における関連資料や関係機関の資料などの調査
周辺からの水辺へのアクセス状況、地域活動の状況等
を記載（省略可）・水辺への近づきやすさ、地域活

動
安全に配慮した水辺への近づきやすさ、水浴・散策等の地域で
の利用状況、地域活動などを把握

利水・産業との
つながり

・利水
水道水、農業用水、工業用水の利用状況（地域経済におけ
る位置づけ）を把握

周辺での取水状況等を記載（省略可）

・地域産業での利用 観光での水辺利用状況等を把握
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多面的な水環境モニタリングの調査コストについて

調査コスト

効率化

常時監視

水質

観点

常時監視

多面的な水環境モニタリング

水質

生物

水辺

地域

経済

水量
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